
  

企業版ふるさと納税とは

企業版ふるさと納税は、企業の皆様が、寄附を通じて青森市が行う地方創生の取
組を応援した場合に、税制上の優遇措置（損金算入による軽減効果と合わせて、 
最大で寄附額の約９割）が受けられる仕組みです。 

約３割 ４割 ２割 約1割

損金算入による軽減効果

国税＋地方税
法人住民税＋法人税 法人事業税 企業負担

通常の寄附 

企業版ふるさと納税を活用した場合の寄附 

寄附の総額 

軽減効果 

最大約９割 

法人住民税  

法人税       

 

法人事業税   

 
税目ごとの 

特例措置 

寄附額の４割を税額控除（法人住民税法人税割額の２０％が上限） 

法人住民税で４割に達しない場合、その残額を税額控除 

ただし、寄附額の１割を限度（法人税額の５％が上限） 

寄附額の２割を税額控除（法人事業税額の２０％が上限） 

企業にとってのメリット

社会貢献 
企業としての PR 効果 
《SDGs の達成など》 

青森市との新たな 

 

青森市の地域資源などを 
生かした 

新事業展開や 
販路拡大 

・青森市外に本社が所在する企業が対象です。 
（本社…地方税法における「主たる事務所又は事業所」を指します。） 

・１件当たり１０万円以上の寄附が対象です。 
・寄附を行うことの代償として経済的な利益を受けることは禁止されています。 

留意事項 

青森市 企画部企画調整課 
青森県青森市中央一丁目 22 番 5 号 

ＴＥＬ：017-734-5163  メール：kikakuchousei@city.aomori.aomori.jp 

⻘森市 

寄附の流れ 

ご相談・ 

お申し出 

(企業→市) 

納付書など

の発行 

(市→企業) 

寄附金の 

払い込み 

(企業→市) 

受領証の 

発行 

(市→企業) 

税申告の 

お手続き 

(企業) 

寄附募集中

令和７年度 

企業版ふるさと納税 
のご案内 

青森市 
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